
中津川市埋立て条例 申請フロー図 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ その他詳細については、中津川市埋立て等の規制に関する条例及び条例施行規則を 

ご覧ください。 

着 手 前 

許  可 

着  手 

特定事業許可申請書（第１号様式 施行規則第５条関係）を２部提出 

 添付書類 

① 申請者の住民票の写し（法人の場合は、登記事項証明書） 

② 位置図及び付近見取り図 

③ 平面図及び断面図（施行前後の構造が確認できるもの） 

④ 土地の登記事項証明書及び公図の写し（申請者が当該土地の所有者でない

場合は、使用権限を証する書類も添付すること） 

⑤ 面積を実測した求積図及び求積表 

⑥ 事業に供される土砂等の予定容量の計算書  

⑦ 着手前の写真 等 

 

着手より 10 日以内に 

特定事業着手届（第３号様式 施行規則第７条関係）を１部提出 

搬入前、採取場所ごと 3,000 立方メートルごとに 

土砂等搬入届（第４号様式 施行規則第８条関係）を１部提出 

添付書類 

①土砂採取等元証明書（第５号様式 施行規則第８条関係） 

② 検査試料採取調書（第６号様式 施行規則第８条、11 条関

係）および土質分析結果証明書（搬入しようとする土砂

等に製造・加工物等の埋立てが含まれる場合に限る。自然土

であれば必要なし。） 
※製造物とは埋戻材、補強材等をいう。加工物とは、改良土等をいう。含有

の有無の判断は、土砂等の発生元にて行う。製造物等の含有または疑いが発

生した場合は、土壌分析を実施すること。 

※単なる洗浄、切断、乾燥等は製造・加工物等に当たらない。 

完 了 
事業完了１０日以内に 

特定事業完了届（第９号様式 施行規則第１１条関係）を

１部提出（着手後の写真を貼付すること） 

標識の掲示（条例第１９条） 

関係書類の閲覧（条例第１８条） 

埋立て等施行管理台帳への記載 

（第７号様式 施行規則第９条関係）     

等 

許可内容の変更の場合・・・特定事業変更許可申請書（第２号様式 施行規則第６条関係） 

２ヶ月以上の休止の場合・・特定事業廃止届（第１０号様式 施行規則第１１条関係） 

地位の継承の場合・・・特定事業継承届（第１１号様式 施行規則第１２条関係） 

【問合せ】 

中津川市役所 環境課 

0573－66－1111（内線 542、543） 

区域が 500 ㎡を超える事業が該当。3,000 ㎡を超える事業は岐阜県に申請。 

※1,000 ㎡以上の仮置き場については、大気汚染防止法の届出を県へ確認する必要あり。 



【用語説明】 

埋立て等：土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積（製品の製造又は加工のための原

材料のたい積及び採石、砂利を除く。）をする行為 

土 砂 等：埋立て等に供される一切の物（土砂、岩石、化石等自然物のほか、埋戻材も該当） 

特定事業：埋立て等を行う区域以外の場所において採取又は製造が行われた埋立て等であ

って、その区域の面積が 500 ㎡以上 3,000 ㎡未満であるもの 

 

【申請許可対象】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※埋立て等に当たらない行為 

 ・アスファルト等による舗装行為（舗装前の土砂等による埋立行為は該当） 

 ・砕石又は再生砕石を使用して構造物（道路舗装、基礎材等）を設置する行為 

 ・事業前に確保（剥離、移動）してあった耕作土（表土）で覆う原形復旧行為 

 ・地盤を安定させる目的で使用するセメント等または石灰系を用いる行為 

埋立てを行おうとする場合 

本条例以外の法令等の制約の有無 

【本条例以外の法令等の制約】 

・ 都市計画法の開発 

・ 農業振興地域の整備に関する法律の開発行為 

・ 農地法の転用許可 

・ 森林法の開発許可 

・ 文化財保護法の埋蔵文化財の有無 等 

無し 

有り 

他法令との協議等 

特定事業に該当するか 

該当する 許可不要 

該当しない 

 

許可の適用除外に該当しないか 

該当する 

 

【許可の適用除外】 

・ 国、地方公共団体等が行うもの 

・ 採石法、砂利採取法等の許認可を受けた採取

場から採取された土砂等を販売するために一

時的にたい積するもの 

・ 非常災害のために必要な応急措置として行う

もの 

・ 植樹の用に供する目的で行う事業 

・ 運動場、駐車場その他本来の機能を維持する

目的で行う事業 

（運動場に砂をまく行為、駐車場に砕石で舗

装する行為等） 

・ 製品の販売を目的として行う事業 等 

該当しない 

許 可 申 請 

許  可 

許可基準に

適合 

不許可 

許可基準に

不適合 


